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空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民

の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保

護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空

家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二

項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進す

るために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住

その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に

定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを

除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行わ

れていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等

に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものと

する。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 

三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、

あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 
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第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）

を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に

関する対策に関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進

に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二

項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規

定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情

報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議

会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必

要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこ

の法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的

な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を

把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことが

できる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該

職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることがで
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きる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所

に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通

知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、

この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報

であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため

に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内

部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているものの

うち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する

目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するもの

について、当該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要

な限度において、速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関

係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報

の提供を求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適

切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデ

ータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる

よう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対

し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者

が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供そ

の他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば
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倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのあ

る状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよ

う助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等

の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予

期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要

な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の

猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命

じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び

提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意

見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対

し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措

置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなけ

ればならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によっ

て命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に

規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証

拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら

れた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期

限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の

定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせるこ

とができる。 

10 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置

を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは

指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手

続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、

その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。こ

の場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその

措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行う

べき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交



 

P.46 

通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。こ

の場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げては

ならない。 

13 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第

十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図る

ために必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省

令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の

適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、

地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づ

く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の

措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過

料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の

過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布

の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。 
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印西市空家等対策協議会設置要綱（平成３０年８月１日告示第１５１号） 

 

 （設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」と

いう。）第７条第１項の規定に基づき、印西市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

 （協議事項） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

(1) 空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

(2) 空家等対策計画の実施に係る次に掲げる事項に関すること。 

ア 特定空家等の判断 

イ 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針 

ウ 特定空家等に対する措置の方針 

(3) 前２号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項に関すること。 

 （組織） 

第４条 協議会は、市長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、９人以内として、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 地域を代表する者 

(3) その他市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長） 

第５条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。 

 （会議） 

第６条 協議会の会議は会長が招集する。 

２ 議長は、会長をもって充て、副議長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見又は説明を述べさせるこ

とができる。 

 （守秘義務） 

第７条 協議会の委員及び会議に出席を求められた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らし

てはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、都市建設部建築指導課において処理する。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮っ
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て定める。 

   附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

 

  



P.75 

印西市空家等の適切な管理に関する条例（令和元年１２月２６日条例第２３号） 

 

（目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定める

ことにより、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

（所有者等の責務） 

第３条 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空家等の適切な管理を行わ

なければならない。 

（市の責務） 

第４条 市は、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ず

るものとする。 

 （市民の協力） 

第５条 市民は、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（情報提供） 

第６条 何人も、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、市にその情報を提

供するよう努めるものとする。 

（緊急安全措置） 

第７条 市長は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の生命、身体又は財産に重

大な損害を及ぼす等危険な状態が切迫し、かつ、所有者等が速やかにその危険を回避する

ために必要な措置を講ずることができないと認めるときは、必要最小限度の措置を講ずる

ことができる。 

２ 市長は、前項の措置を講ずるときは、あらかじめ当該空家等の所有者等の同意を得なけ

ればならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収する

ことができる。 

（関係機関との連携） 

第８条 市長は、空家等の適切な管理のために必要があると認めるときは、警察その他関係

機関に必要な協力を求めることができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

  附 則 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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印西市空家等対策の推進に関する規則（令和２年２月４日規則第１２号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）及び印西市空家等の適切な管理に関する条例（令和元年条例第２３号。

以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （立入調査等） 

第２条 法第９条第３項の規定による通知は、立入調査実施通知書（別記第１号様式）によ

り行うものとする。 

２ 法第９条第４項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証（別記第２号様式）とす

る。 

 （空家等の適切な管理の促進に係る助言書） 

第３条 法第１２条の規定による助言は、空家等の適切な管理の促進に係る助言書（別記第

３号様式）により行うものとする。 

（指導） 

第４条 法第１４条第１項の規定による指導は、指導書（別記第４号様式）により行うもの

とする。 

（勧告） 

第５条 法第１４条第２項の規定による勧告は、勧告書（別記第５号様式）により行うもの

とする。 

（命令） 

第６条 法第１４条第３項の規定による命令は、命令書（別記第６号様式）により行うもの

とする。 

（命令に係る事前通知等） 

第７条 法第１４条第４項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書（別記第７号様式）

により行うものとする。 

２ 法第１４条第４項の規定による意見書の提出は、意見書（別記第８号様式）により行う

ものとする。 

（意見の聴取） 

第８条 法第１４条第５項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書（別記第９号

様式）により行うものとする。 

２ 法第１４条第７項の規定による通知は、意見聴取開催通知書（別記第１０号様式）によ

り行うものとする。 

（公示） 

第９条 法第１４条第１１項の規定による公示は、標識（別記第１１号様式）の設置のほか、

印西市公告式条例（昭和２９年条例第３号）第２条第２項の掲示場への掲示その他の適切

な方法により行うものとする。 

（戒告） 
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第１０条 行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項の規定による戒告は、戒

告書（別記第１２号様式）により行うものとする。 

（代執行令） 

第１１条 行政代執行法第３条第２項の規定による通知は、代執行令書（別記第１３号様式）

により行うものとする。 

２ 行政代執行法第４条に規定する身分を示す証票は、執行責任者証（別記第１４号様式）

とする。 

（緊急安全措置） 

第１２条 条例第７条第１項に規定する必要最小限度の措置は、次に掲げるものとする。 

(1) 屋根、外壁材等の部材で、落下又は飛散のおそれがあるものの養生、取り外し等 

(2) 開放されている窓、門扉その他の開口部の閉鎖 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

  附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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１．趣旨 

特定空家等の判断については、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」と

いう。）第１４条第１４項の規定に基づいて国土交通大臣が定めた『「特定空家等に対する措

置」に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライン）(以下「ガイドライン」と

いう。』の中で、特定空家等の判断の参考となる基準が示されています。 

本市の判定基準では、千葉県すまいづくり協議会「空家等対策検討部会」が策定した「千

葉県特定空家等判断のための手引き」の判定方法を参考に作成したチェックリスト等により、

特定空家等の「候補」になるかを判定します。最終的に特定空家等か否かの判断については、

庁内の関係する部署で構成する印西市空家等対策検討委員会で協議を行い、印西市空家等対

策協議会の意見を聴いたうえで、市が認定を行います。 

 

 

２．特定空家等の候補と判定する際の基本的な考え方 

空家等の管理は、空家法第３条にも規定されているように、所有者等にその責務がありま

す。このため、市では、適切な管理がなされていない空家等については、その所有者等に対

し、空家法第１２条の規定に基づき、情報の提供や助言等を行い、自主的な改善を促してい

きます。そのうえで、改善が図られない「未対応の空家等」について、市街化区域等の住宅が

密集している地区、通行量の多い道路沿線に立地しているなど空家等の立地条件等を勘案し、

特定空家等候補となるか判定します。なお、山間部等に立地し周辺に悪影響を及ぼす可能性

が極めて低い空家等については、判定する優先度が下がるものとします。 

 

 

対応の優先度イメージ 
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３．判定方法について 

判定方法としては、３つの判定表を組み合わせて、判定します。 

【判定表①】では、ガイドライン別紙 1 の「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険

となるおそれのある状態」について判定し、建物の倒壊等の損傷等の程度とその悪影響が

及ぶ範囲に応じて「点数」で評価します。 

【判定表②】では、ガイドライン別紙２、別紙４の「そのまま放置すれば著しく衛生上有害

となるおそれのある状態」と「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが

不適切である状態」について判定し、動物や臭気の発生や立木等の倒壊などの状態とその

悪影響が及ぶ範囲に応じて評価します。 

【判定表③】では、ガイドライン別紙３の「適切な管理が行われていないことにより著し

く景観を損なっている状態」について評価します。 

 

上記【判定表①～③】にて空家等を評価した結果、以下の状態にあるものを特定空家等

候補と判定します。 

１．【判定表①】の点数が 100 点以上のもの 

２．【判定表①】の点数が 8０点以上の（将来的に倒壊・崩落等の危険性がある） 

もので、【判定表②】の悪影響範囲が「中」以上のもの 

３．【判定表②】の悪影響範囲が「大」のもの 

４．【判定表③】で、項目に該当すると判断されたもの 

（注）複数項目が該当する可能性があるため、【判定表①～判定表③】は全て確認する。 

 

また、判定表による結果、特定空家等候補に該当しない空家等については、空家法第 12 条

に基づく助言等を書面で送付するなど、将来的に特定空家等にならないように改善されるま

で、所有者等へ自主的な改善を求めてまいります。 

空家等（12条による助言）

保安上危険【判定表①】

100点以上

80点以上100点未満

80点未満

将来的に倒壊・崩落等

の危険性がある

倒壊・崩落等の

危険性が高い

当面は倒壊・崩落等の

危険性は低い

『大』：今後敷地
外に悪影響が及ぶ

可能性が高い、又
は既に及ぼしてい

る

 『中』：敷地外に
悪影響が及ぶ可能

性が低い

『小』：山間部等
にあり敷地外に悪

影響が及ぶ可能性
が極めて低い

衛生上有害・その他放置不適切【判定表②】

悪影響範囲

特定空家等候補
（14条による指導）

 

【判定表①】と【判定表②】の組み合わせによる特定空家等候補該当イメージ 
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特定空家等候補判定フロー 

（注）複数項目該当する場合もあるため、判定表①～③は全て確認が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※住宅の不良度判定

基準ベース 
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特定空家等候補判定表

【判定表①】

基礎に不同沈下

柱が傾斜

基礎が破損又は変形

土台が腐朽又は破損

基礎と土台のずれ

柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形 総得点で

柱とはりのずれ 100点以上

屋根が変形

屋根ふき材の剥落

軒の裏板、たる木等の腐朽

軒のたれ下がり

雨樋のたれ下がり

壁体を貫通する穴

看板仕上げ材料の剥落

看板、給湯設備、屋上水槽等の転倒

屋外階段、バルコニーの傾斜

門、塀のひび割れ、破損

門、塀の傾斜

※１周辺建築物や通行人等がある場合をいう

・総得点が100点以上の場合、特定空家等と判断する。

・総得点が100点未満の場合も、立地環境や気候条件等の地域の実情に応じて、悪影響の程度や危険等の切迫性が高いと個別に判断されたものは特定空家等と判断する。

【判定表②】

浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生

排水等の流出による臭気の発生 判定表①で80点以上かつ、判定表②の項目に該当し、

臭気の発生 悪影響の範囲が「中」以上

多数のねずみ、はえ、蚊等の発生

立木等の倒壊、枝等の散乱

立木等の越境による通行等の妨げ 判定表②の項目に該当し、悪影響の範囲が「大」

動物の鳴き声その他の音の頻繁な発生

動物のふん尿その他の汚物の放置による臭気の発生

動物の毛又は羽毛の大量の飛散

多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等の発生

住みついた動物が周辺の土地、家屋への侵入 判定表②までで判断に至らない場合

シロアリの大量発生

土砂等の大量流出

※建築物石綿含有建材調査マニュアル（国土交通省）におけるレベル３相当

【判定表③】

景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態

地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態

屋根、外壁等が、外見上大きく傷んだり汚れたまま放置

多数の窓ガラスが割れたまま放置

看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置

立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂

敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置

【総合判定表】

（Ａ）現状における損傷等の程度 （Ｂ）悪影響範囲係数 (Ｃ）項目別点数 (Ｄ）最高点数

（Ｅ）総得点

特
定
空
家
等
候
補
に
該
当
す
る

（Ｃ）の内、
グループ

項目で最も
高い点数大

変形等が著しく崩
壊等の危険がある
もの

50

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙１】

損傷等の程度 今後敷地外
(※１)に及
ぶ可能性が
高い、又は
既に及ぼし
ている

敷地内にの
み及ぶなど
敷地外に及
ぶ可能性が
低い

山間部等に
あり敷地外
に及ぶ可能
性が極めて
低い

（Ａ）×（Ｂ）
小

一部に傾斜や損
傷等があり、簡易
な修理、養生を要
するもの

中

数ヶ所該当する場
合や傾斜が著しい
など大規模な修
理を要するものグループ項目

　
１
．
建
築
物
が
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ

（
１

）
建
築
物
の
倒
壊
等

イ　著しい傾斜等 (a) 25

(ﾆ)屋外階段又はバルコニー
屋外階段、バルコニーの腐食、破損又は脱落

(g) 15

100

2.0 1.0 0.5

(a)

(b)

(e)
80

ロ　構造耐力
上主要な部分
の損傷等

(ｲ)基礎及び土
台

(b) 25 50 100

50

50

(ﾛ)柱、はり、筋
かい、柱とはり
の接合等

(c) 25 50 100 (c)

（
２

）
屋
根

、
外
壁
等
の
脱
落
・
飛
散
等

(ｲ)屋根ふき材、ひさし又は軒 (d) 15 25 50 (d) 30

30

25

(ﾛ)外壁 (e) 15 25 50
外壁仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損による
下地材の露出

外壁のモルタルやタイル等の外装材の浮き

(ﾊ)看板、給湯設備、屋上水槽
等

(f) 15 25 50 (f)看板、給湯設備、屋上水槽等の破損又は脱
落

看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分の
腐食

25 50 (g)

(ﾎ)門又は塀 (h) 15 25 50 (h)

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれ
擁壁のひび割れ等
（「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」の危
険度評価区分による）

(i)

25
（点数の最大値が

5.0未満）

50
（点数の最大値が
5.0以上9.0未満）

100
（点数の最大値が

9.0以上）

(i)

　「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態」【別紙２】

　「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」【別紙４】

悪影響の範囲

大 中 小
判定表①で100点未満

衛
生
上
有
害

【
別
紙
２

】

（１）建築物又は設備等の破損等に
よるもの

吹付け石綿等の飛散

一部破損があるな
ど、飛散し、暴露す
る可能性が高い

損傷等が無い成形
板（※）など、飛散
し、暴露する可能性
が低い

－

今後敷地外に及ぶ
可能性が高い、又
は既に及ぼしている

敷地内にのみ及ぶ
など敷地外に及ぶ
可能性が低い

山間部等にあり敷地
外に及ぶ可能性が
極めて低い

（２）ごみ等の放置、不法投棄による
もの

判定表③の項目に該当する場合

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調
和な状態

判定表③で判断に至らない場合

そ
の
他
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切

【
別
紙
４

】

（１）立木等によるもの

（２）住みついた動物等によるもの

（３）建築物等の不適切な管理等に
よるもの

門扉の未施錠、窓ガラスの割れ等不特定の者が容易に侵入出来る状態での
放置

　「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」【別紙３】

総合判定 特定空家等候補に該当する 特定空家等候補に該当しない

判断理由

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関する
ルールに著しく適合しない状態

景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定め
る工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態

①該当する項目を選択する。

②各項目ごとの「（Ａ）現状における損傷等の
程度」を選択する。

③各項目ごとの「（Ｂ）悪影響範囲係数」を選
択する。

（考えの例）
・基礎は破損も少なく敷地外へ影響する可能
性は少ない
・屋根ふき材の落下は限定的だが、その部分

が前面道路の境界に近く、影響する可能性が
高い・・etc

⑤【判定表①】で100点未満でかつ地域の実情
等を踏まえ検討した結果、特定空家等候補と
判断しなかったため、【判定表②】の判定に移
る。

④各項目ごとの②と③を掛け算し、数値を「（Ｃ）項目別

点数」の欄に入力する。（Ｃ）で複数項目ある場合は、

「（Ｄ）最高点数」に項目別で最も高い点数を記入する。

最後に（Ｄ）の合計点を「（Ｅ）総得点」の欄に記入する。

（今回の例）

基礎の破損：②50点×③1.0＝50点

屋根ふき材の剥落：②15点×③2.0＝30点
雨樋のたれ下がり：②25点×③1.0＝25点

（この場合、（Ｄ）は30点と記入する。）

よって合計の「（Ｅ）総得点」は
50点＋30点＝80点となる。

⑥該当する項目を選択する。

⑦各項目ごとの「悪影響の範
囲」を選択する。

⑧【判定表②】で悪影響の範囲は「中」と判定し、判定
表②自体では特定空家等候補と判断されなかった
が、【判定表①】で総得点が80点以上（将来的に倒
壊・崩落等の危険性がある）のため、総合的に検討
し、特定空家等候補と判断した。

⑨【判定表③】によらずとも特定空
家等候補と判断された場合も、市が
定める景観ルール等の違反がない
か併せて確認する。

⑩【総合判定表】は基本的に【判定表①～③】で、特定空家
等候補に該当すると判断に至らない場合に使用する。印西
市空家等対策協議会において学識経験者等から聞いた意
見等を記載するなど、特定空家等と判断するに至った経緯
等の記載欄として活用する。
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特定空家等候補判定表

【判定表①】

基礎に不同沈下

柱が傾斜

基礎が破損又は変形

土台が腐朽又は破損

基礎と土台のずれ

柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形 総得点で

柱とはりのずれ 100点以上

屋根が変形

屋根ふき材の剥落

軒の裏板、たる木等の腐朽

軒のたれ下がり

雨樋のたれ下がり

壁体を貫通する穴

看板仕上げ材料の剥落

看板、給湯設備、屋上水槽等の転倒

屋外階段、バルコニーの傾斜

門、塀のひび割れ、破損

門、塀の傾斜

※１周辺建築物や通行人等がある場合をいう

・総得点が100点以上の場合、特定空家等と判断する。

・総得点が100点未満の場合も、立地環境や気候条件等の地域の実情に応じて、悪影響の程度や危険等の切迫性が高いと個別に判断されたものは特定空家等と判断する。

【判定表②】

浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生

排水等の流出による臭気の発生 判定表①で80点以上かつ、判定表②の項目に該当し、

臭気の発生 悪影響の範囲が「中」以上

多数のねずみ、はえ、蚊等の発生

立木等の倒壊、枝等の散乱

立木等の越境による通行等の妨げ 判定表②の項目に該当し、悪影響の範囲が「大」

動物の鳴き声その他の音の頻繁な発生

動物のふん尿その他の汚物の放置による臭気の発生

動物の毛又は羽毛の大量の飛散

多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等の発生

住みついた動物が周辺の土地、家屋への侵入 判定表②までで判断に至らない場合

シロアリの大量発生

土砂等の大量流出

※建築物石綿含有建材調査マニュアル（国土交通省）におけるレベル３相当

【判定表③】

景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態

地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態

屋根、外壁等が、外見上大きく傷んだり汚れたまま放置

多数の窓ガラスが割れたまま放置

看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置

立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂

敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置

【総合判定表】

(ﾛ)柱、はり、筋
かい、柱とはり
の接合等

(ｲ)基礎及び土
台ロ　構造耐力

上主要な部分
の損傷等

(f)

グループ項目

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

　
１
．
建
築
物
が
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ

(a)

(b)

(c)

(i)

(Ｃ）項目別点数

（Ａ）×（Ｂ）

(Ｄ）最高点数

（Ｃ）の内、
グループ

項目で最も
高い点数

(g)

100

100

(d)

(e)

50

50

25
（点数の最大値が

5.0未満）

100
（点数の最大値が

9.0以上）

25

擁壁のひび割れ等
（「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」の危
険度評価区分による）

(g)

(h)

外壁仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損による
下地材の露出

看板、給湯設備、屋上水槽等の破損又は脱
落

25

50
（点数の最大値が
5.0以上9.0未満）

屋外階段、バルコニーの腐食、破損又は脱落
15

25

25

15

(f)

衛
生
上
有
害

【
別
紙
２

】

そ
の
他
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切

【
別
紙
４

】

大 中

15

今後敷地外に及ぶ
可能性が高い、又
は既に及ぼしている

敷地内にのみ及ぶ
など敷地外に及ぶ
可能性が低い

２．擁壁が老朽化し危険となるおそれ

一部破損があるな
ど、飛散し、暴露す
る可能性が高い

看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分の
腐食

15

50

50

大

50

変形等が著しく崩
壊等の危険がある
もの

小

数ヶ所該当する場
合や傾斜が著しい
など大規模な修
理を要するもの

（Ｅ）総得点

50

判定表③の項目に該当する場合

特
定
空
家
等
候
補
に
該
当
す
る

（Ａ）現状における損傷等の程度

15

(h)25

25

判断理由

特定空家等候補に該当しない

判定表③で判断に至らない場合

小

25

5025

－

山間部等にあり敷地
外に及ぶ可能性が
極めて低い

損傷等が無い成形
板（※）など、飛散
し、暴露する可能性
が低い

　「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」【別紙３】

(i)

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関する
ルールに著しく適合しない状態

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調
和な状態

（
１

）
建
築
物
の
倒
壊
等

イ　著しい傾斜等

（
２

）
屋
根

、
外
壁
等
の
脱
落
・
飛
散
等

50

100

(ﾊ)看板、給湯設備、屋上水槽
等

(ﾛ)外壁

(ｲ)屋根ふき材、ひさし又は軒

今後敷地外
(※１)に及
ぶ可能性が
高い、又は
既に及ぼし
ている

2.0

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【別紙１】

損傷等の程度

一部に傾斜や損
傷等があり、簡易
な修理、養生を要
するもの

中

外壁のモルタルやタイル等の外装材の浮き

（１）建築物又は設備等の破損等に
よるもの

総合判定 特定空家等候補に該当する

（Ｂ）悪影響範囲係数

敷地内にの
み及ぶなど
敷地外に及
ぶ可能性が
低い

山間部等に
あり敷地外
に及ぶ可能
性が極めて
低い

1.0 0.5

(ﾎ)門又は塀

(ﾆ)屋外階段又はバルコニー

（２）住みついた動物等によるもの

（３）建築物等の不適切な管理等に
よるもの

門扉の未施錠、窓ガラスの割れ等不特定の者が容易に侵入出来る状態での
放置

悪影響の範囲

景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定め
る工作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態

判定表①で100点未満

吹付け石綿等の飛散

　「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態」【別紙２】

　「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」【別紙４】

（２）ごみ等の放置、不法投棄による
もの

（１）立木等によるもの
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特定空家等候補判定表【チェックシート】 日付 ． ． 記入者

【判定表①】 空家等の位置

(2.0) (1.0) (0.5)

基礎に不同沈下

柱が傾斜

基礎が破損又は変形

土台が腐朽又は破損

基礎と土台のずれ

柱、はり、筋かいが腐朽、破損又は変形

柱とはりのずれ

屋根が変形

屋根ふき材の剥落

軒の裏板、たる木等の腐朽

軒のたれ下がり

雨樋のたれ下がり

壁体を貫通する穴

看板仕上げ材料の剥落

看板、給湯設備、屋上水槽等の転倒

屋外階段、バルコニーの傾斜

門、塀のひび割れ、破損

門、塀の傾斜

【判定表②】

吹付け石綿等の飛散

排水等の流出による臭気の発生

臭気の発生

多数のねずみ、はえ、蚊等の発生

立木等の倒壊、枝等の散乱

立木等の越境による通行等の妨げ

動物の鳴き声その他の音の頻繁な発生

動物のふん尿その他の汚物の放置による臭気の発生

動物の毛又は羽毛の大量の飛散

多数のねずみ、はえ、蚊、のみ等の発生

住みついた動物が周辺の土地、家屋への侵入

シロアリの大量発生

土砂等の大量流出

【判定表③】

【総合判定表】

　　　  ※下記１～５のいずれかに該当する場合、
　　　　　「特定空家等」と判断する。
　
　　　　１．【判定表①】の点数が100点以上

　　　　２．【判定表①】の点数が80※点以上かつ
　　　　　　【判定表②】の悪影響範囲が「中」以上

　　　　３．【判定表②】の悪影響範囲が「大」

　　　　４．【判定表③】で、いずれかの項目に該当

　　　　５．　総合的に判断し、該当すると判断したもの
　
　　　（注）複数項目が該当する可能性があるため、
　　　　　　【判定表①】～【判定表③】は全て
　　　　　　確認すること。

特定空家等候補に該当しない特定空家等候補に該当する

する　／　しない

する　／　しない

する　／　しない

する　／　しない

する　／　しない

する　／　しない

看板が原型を留めず本来の用をなさない程度まで、破損、汚損したまま放置

立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂

敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置

総合判定

する　／　しない

する　／　しない

する　／　しない

判断理由

景観法に基づき景観計画を策定している場合において、当該景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態

整理番号

該
当
な
し

25

25

（１）立木等によるもの

（２）住みついた動物等によ
るもの

（３）建築物等の不適切な管
理等によるもの

門扉の未施錠、窓ガラスの割れ等不特定の者が容易に侵入出
来る状態での放置

(ﾛ)柱、はり、筋
かい、柱とはり
の接合等

(ｲ)基礎及び土
台ロ　構造耐力

上主要な部分
の損傷等

（１）建築物又は設備等の破
損等によるもの

（２）ごみ等の放置、不法投
棄によるもの

浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、臭気の発生

今後敷地外
(※１）に及
ぶ可能性が
高い、又は
既に及ぼし
ている

敷地内にの
み及ぶなど
敷地外に及
ぶ可能性が
低い

山間部等に
あり敷地外
に及ぶ可能
性が極めて
低い

25

50

50

100

50

50

5025

5025

15

100

100

15

15

2515

該
当
な
し

25

25 50 100

（２）その他、以下のような状態にあり、周囲の景観と著しく不調
和な状態

屋根、外壁等が、外見上大きく傷んだり汚れたまま放置

多数の窓ガラスが割れたまま放置

 「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」【別紙３】

景観法に基づき都市計画に景観地区を定めている場合において、当該都市計画に定める建築物の形態意匠等の制限に著しく適合しない、又は条例で定める工
作物の形態意匠等の制限等に著しく適合しない状態

地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合しない状態

（１）適切な管理が行われていない結果、既存の景観に関する
ルールに著しく適合しない状態

該当

そ
の
他
放
置
す
る
こ
と
が
不
適
切

【
別
紙
４

】

衛
生
上
有
害

【
別
紙
２

】

 「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れのある状態」【別紙２】
 「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
 状態」【別紙４】

悪影響の範囲

大 中 小

25 50２．擁壁が老朽化し危険となるおそれ
擁壁のひび割れ等
 （「宅地擁壁老朽化判定マニュアル(案)」の
 危険度評価区分による）

(i)

(ﾎ)門又は塀 (h)

(i)

15

(g)

(h)

看板、給湯設備、屋上水槽等の破損又は脱落

看板、給湯設備、屋上水槽等の支持部分の腐食

外壁仕上げ材料の剥落、腐朽又は破損による下地
材の露出

外壁のモルタルやタイル等の外装材の浮き

(ﾊ)看板、給湯設備、屋上水槽
等

(f) 50

(ﾛ)外壁 (e)

（
２

）
屋
根

、
外
壁
等
の
脱
落
・
飛
散
等

(ｲ)屋根ふき材、ひさし又は軒 (d) (d)

(b)

(a)

(b)

(e)

(c)

(f)

　
１
．
建
築
物
が
著
し
く
保
安
上
危
険
と
な
る
お
そ
れ

（
１

）
建
築
物
の
倒
壊
等

イ　著しい傾斜等 (a)

(ﾆ)屋外階段又はバルコニー
屋外階段、バルコニーの腐食、破損又は脱落

(g)

(c)

損傷等の程度

（Ａ）×（Ｂ）

（Ｃ）の内、
グループ

項目で最も
高い点数小

一部に傾斜や損
傷等があり、簡易
な修理、養生を要
するもの

中

 「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」
 【別紙１】

（Ａ）現状における損傷等の程度 （Ｂ）悪影響範囲係数 (Ｃ）項目別点数 (Ｄ）最高点数

（Ｅ）総得点数ヶ所該当する場
合や傾斜が著しい
など大規模な修
理を要するもの

大
変形等が著しく崩
壊等の危険がある
もの

グループ項目



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印西市空家等対策計画 

令和２（２０２０）年３月 

印西市都市建設部建築指導課 

〒２７０－１３９６ 

千葉県印西市大森２３６４番地２ 

電 話：０４７６－４２－５１１１ 


